
56▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係　☎　   ９１３４

56▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　☎　   ９１３７

図  書  館図  書  館図  書  館図  書  館 ☎ 56 7825

FAX 56 7826
 4月～9月：午前9時30分～午後7時

10月～3月：午前9時30分～午後6時30分

休館日（毎週月曜・祝日は開館）： 2月3日・10日・17日/3月2日・9日・16日・23日・30日

えほんのよみきかせ

シネマタイム　毎月第 1 火曜・第 3 水曜　午後 2 時から

2 月の上映内容 3 月の上映内容

・火曜午前11時「ちいさいこむけおはなしかい」

・木曜午後4時30分「いきいきプラザよみきかせ」

・土曜午後2時「おはなしひろば」

・土曜午後3時「えいごのじかんですよ」

協力：図書ボランティア

無料 ブクササイズ
2月18日(火 )　午前 9時 50分～10時 50分

対象：10ヵ月～2歳のお子さんと保護者の方

（※首が座っていてお座りができるお子さん）

申込：2月4日(火 )午前 9時 30分から受付

※運動しやすい服装でお越しください

3日（火）

「島だって夢を見る」(84分)

18日（水）

「人生、いろどり」(112分)

4日（火）

「家康、江戸を建てる　前編」(73分)

19日（水）

「家康、江戸を建てる　後編」(73分)

3月21日(土)午後2時から

申込：2月15日（土）から受付開始

協力：上三川高校社会福祉部

　　　図書ボランティア

※2月の工作会はお休みです

無料

てづくり工作会 無料

申込不要

本を借りてポイントを貯めて景品と交換しよう！
期間：3月21日（土）～5月10日（日）
対象：本、雑誌、紙芝居（CD、DVDは対象外）

老後の財産管理が不安、心配……そんな方へ。
後見人が財産を保護できる制度について学んでみませんか？
2月8日（土）午前10時30分～12時30分
対象：高校生以上～大人の方　20名
講師：行政書士　小池学氏
申込：カウンターまたはお電話にて受付中

読書通帳
◆手帳・ノートの使い方

手帳を活用したい！情報管理や簡単イラスト、

家計簿の書き方などの本を集めました。

◆ひなまつり

3月3日は雛祭り。

雛祭りの絵本や、

伝統人形の本などを

集めました。

2月の企画展示

不要になった本を町民の皆様にお配りいたします。
3月7日（土）午前10時～午後2時
場所：上三川町立図書館　2階視聴覚室
※今年度は公民館での開催はありません。
※7月に行ったリサイクルの残数分となります。
※駐車場に限りがありますので、可能な限り
　お乗り合わせてご来館ください。
※本を入れる袋をお持ちください。

ちょっぴりブックリサイクル

イベントはホームページやツイッターでもご案内しておりま
す。不明な点がございましたら、お電話でお問合せください。
HP：http://www.dango.ne.jp/kmnlib/
Twitter：@Kaminokawalib

人生100年時代を生きるために
行政書士と学ぼう　後見制度

春休みに司書のお仕事を体験してみませんか？
3月28日（土）午前9時～正午
対象：町内の小学生　6名
持物：飲み物（水筒）、ご自宅の本1冊（カバーをかけます）
申込：3月7日（土）午前9時30分からカウンター、お電話にて受付
※午前11時45分からの修了式は保護者の方もご覧いただ
けます。
※2020年3月に卒業される6年生の方もお申し込みいただ
けます。

春休み一日司書さん

無料 申込不要

無料 無料

無料

申込不要

おはなしやペープサートの
楽しいパーティーが始まるよ！
3月8日（日）午後2時から
【内容】
・かさじぞう（ペープサート）
・ねずみのすもう（影絵）等
協力：図書ボランティア

おはなしパーティー 無料 申込不要

医療費適正化のため、正しい受診にご協力をお願いします！
～整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき～

　整骨院や接骨院は国家資格を持つ柔道整復師が施術する施設です。けがの原因や症状等によって
国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。

児童扶養手当制度について
児童扶養手当とは？
 ひとり親家庭（父母の離婚などで、父または母の一方のみから養育を受けている子どもが居る家庭）の
生活を支援するために支給される手当です。
支給額(月額)は？
　受給資格者(父または母)が養育する子どもの数や所得などにより決められます。（審査の結果、
支給額が０円になる場合もあります。）

手当を受給するためには？
　町への申請が必要です。該当する方は子ども家庭課相談支援係へお問い合わせください。
申請した翌月分から支給開始となります。
手当の支払い月は？
　年６回、奇数月(１・３・５・７・９・１１月)に２か月分が支払われます。

○国民健康保険が使える場合
・外傷性のねんざ、打撲、肉離れなど
・骨折、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必

要です)
○国民健康保険が使えない場合
・単なる疲れや肩こり、筋肉痛
・内科的疾患による痛みやこり
・仕事中や通勤途中に起きたけが(労災保険か

ら給付になります)
～施術を受けるときの注意～
○けがの原因を正確に伝えてください。
　　外傷性のけがでない場合は、国民健康保

険は使えません。何が原因でけがをしたのか
を正しく伝えましょう。

○医療機関との重複受診はできません。
　　同一部位の負傷について、同時期に柔道整復

師による施術と医療機関での治療を重複して受
けることはできません。その場合、原則的に柔
道整復師の施術料は全額自己負担となります。 

○療養費支給申請書は必ず自分で署名しま
しょう。

　　療養費支給申請書は、患者さんが柔道整復
師に国保の医療費の請求を委任するもので
す。申請書の内容を確認し、必ず自分で署名を
するようにしましょう。(ケガなどが原因でやむ
を得ず代筆してもらった場合は捺印も必要で
す。)

○施術が長期にわたる場合、医師の診断を受
けてください。

　　長期間施術を受けても痛みが続く場合に
は、負傷が原因でなく内科的要因も考えられ
ますので、医師の診断を受けてください。

○領収書を保管しておきましょう。
　　国民健康保険を使って柔道整復師の施術を
受けた場合は、後日施術日や施術内容につい
てお尋ねする場合があります。領収書の保管を
お願いします。

　○子ども１人の場合
　　全部支給：４２，９１０円
　　一部支給：４２，９００円～１０，１２０円
　○子ども２人の場合
　　全部支給：５３，０５０円
　　一部支給：５３，０３０円～１５，１９０円

○子ども３人目以降の加算額(１人につき)
　全部支給：６，０８０円
　一部支給：６，０７０円～３，０４０円
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